
第 211 回国会 衆議院 厚生労働委員会 第 8 号 令和 5 年 4 月 12 日 

 

○三ッ林委員長 次に、山井和則君。 

○山井委員 三十分間、全世代型社会保障健康保険法の改正に関連して質問をさせていただきたいと思います。 

 今、野間議員からもお話がありましたけれども、結局、出産一時金とか、そういうことを増額するために高齢者

の負担を増やすとか、そういう全世代型でどうやって支えていくのかという大きな議論なんですけれども、今回

の異次元の少子化対策のたたき台、非常にメニューとしてはすばらしい、これを誰がどうやって財源も負担して

いくのか、そういうふうな議論を三十分間させていただきたいと思います。 

 それで、まず配付資料の十二ページを見ていただきたいんですけれども、前回の質問の続きになります。これ

は機械的に山井事務所で試算をいたしました。つまり、子育て支援政策に必要とされる経費が八兆円の場合は、

社会保険料でやるとすると月に負担増が約九千円、そして年間になると約十万円の負担増になるのではないか。

これは非常に機械的に試算をしております。 

 その前提は、前のページになりますけれども、今回のメニュー全て使うと総額八兆円プランであるということ

を、これは自民党の幹部の方が言っているということで報道をされております。別に私たちが言っているわけで

はありません。 

 それで、前回、この質問に対して、加藤厚労大臣はこういう質問、してくださっているんですね。八兆円という

のは自民党が出したものを仮に全部やればということだ、財源を確保しないと具体的な政策はできないので、財

源の根拠を検討し、国民の皆さんの御理解をいただかなければいけないという答弁をしてくださいました。 

 ここは与野党を超えて、社会保障の充実と負担の問題というのは、税でやるのか、社会保険料でやるのか、ある

いは国債でやるのかとか、頭の痛い問題なんでありますけれども、ここを加藤大臣ともう少し議論をさせていた

だきたいと思います。 

 改めてですけれども、機械的計算でやれば、まさに協会けんぽの場合では、機械的なイメージでは社会保険給

付のうち保険料が七十四・一兆円を負担している、八兆円は一〇・八％に相当、それを協会けんぽの場合で機械的

に計算してみると、事業主負担も合わせると一人当たり約九千円、そしてそれに十二を掛けると年間約十万円の

負担増になると思うんですけれども、これはストレートに言って、幾ら政府がたたき台で、いい、八兆円とも言わ

れるプランを出しても、月に九千円、年間十万円以上の負担増というのはなかなか国民に理解を得るのは難しい

んじゃないですか。加藤大臣、いかがでしょうか。 

○加藤国務大臣 今、政府と言いましたが、これは党が、八兆円というのは党から出てきたもので、まとめればと

いうことでございますので、政府においてこれからどう中身を詰めていくのか、そして、前回、委員に対して申し

上げたように、当然、こうした施策をするに当たっては財源をしっかり確保していなければ施策を具体的に進め

ることができないわけでありますから、その点はしっかりと、先般スタートいたしましたこども未来戦略会議等

において議論をしっかり深めていき、厚労省としても、我々、所管に関わることについては積極的に取り組んで

いきたいというふうに考えているところでございます。 

○山井委員 私、負担は誰かが何らかの形でせざるを得ないのかもしれませんけれども、そもそもやはりちょっ

と本末転倒、自己矛盾があるんじゃないかというのは、子供をなかなか産み育てにくいというのは、子育て世代

が経済的に苦しいという前提なんですよね。ところが、社会保険料方式、どういう方式でやるかはあるにせよ、子

育て世代にかなりの負担増を強いることになっちゃうんですよ。となると、子育て世代の負担を軽くするために

やっている政策がブーメランのように子育て世代の負担増に大幅になるとなれば、これはなかなか理解を得られ

ないんじゃないかと思うんですけれども。 

 改めて、加藤大臣、根本的な考え方ですよね。子育て世代を支援することに対して、かなり大幅に、今も言いま

したように、月九千円、年十万円ぐらいの、八兆円プランを全て一〇〇％やればですけれどもね、やれば自己負担

増になるということに関しては、本末転倒、矛盾していると思われませんか。 

○加藤国務大臣 先ほどから申し上げているように、数字についてはまさにこれからということなので、それを

前提にするのは差し控えさせていただきたいと思います。 



 その上で、これからどう財源をするのか、そしてどういう内容にしていくのかということですから、結果的に、

子育て世帯あるいは世代から見たときに、どういう様々な子育て支援のメニューが、あるいは受益があるのか、

そしてそれに対してどういった方々がどう負担をしていくのか、そういった総合的な判断ということが求められ

ていくのではないかな。 

 ですから、負担だけではなくて、それに対してどういう受益もあるのか、それを総合的に考えていく必要があ

るのではないかというふうには思います。 

○山井委員 ちょっと釈迦に説法ですけれども、つまり、会社員さんの負担が月に四千五百円上がるといっても、

事業主負担を合わせると月九千円、年間合計十万円以上になりますから、これは、つまり、企業負担が入るという

ことは、その負担がなければ、月九千円、あるいは年間十万円、賃上げできる余地があるということも言えるわけ

で、これは会社員の負担は半額じゃなくて、やはり負担は月九千円、そして年間十万円ぐらいのボリュームだと

いうことになるんじゃないかと思うんですね。 

 それで、今回、政府がまとめたたたき台においては、児童手当の拡充、給食費の無償化、出産費用の保険適用、

両親共に育休が取得できて、給付金を手取り十割に引上げ、子供誰でも通園制度、保育士さんの処遇改善、配置基

準の見直し、授業料後払い制度の創設とか、バラ色のすばらしいメニューが進んでいるんですけれども、ここま

で、はっきり言いまして、選挙の最中にこういうことを政府が打ち出して議論している以上は、やはり国民の皆

様の中にも、あっ、やってくれるんだなという期待は高まってくると思うんですよね、普通に考えたら。 

 ところが、今議論しているように、おいしいごちそう、お店にありますよと言いながら、お代は幾らですかとい

うのを言われていないわけで、例えば、選挙が終わってから、いや、実はそれは年間十万円負担増なんですよ、賃

下げになりかねないんですよと言うと、ええっと、多分びっくりされると思うんですね。 

 そこで、例えば、先日のこども未来戦略会議の後、十倉経団連会長はこうおっしゃっているんですね。結局、社

会保険料を今回の財源に充てるのは、今回の賃上げの効果が半減する、ですから、社会保険料引上げだけじゃな

くて、税財源も含めて議論していく必要があるのではないかと。 

 繰り返し言いますけれども、事業主負担が入るわけですよね、保険は。当たり前の話。そうすると、やはり企業

にとっては賃上げの足かせになる、ブレーキになる。一歩間違うと、まあ、ないと思うけれども、賃下げになりか

ねない。そういうふうなリスクすらあると思うんですけれども、十倉経団連会長の、税財源も含めて議論してい

く必要があるという、この点について、加藤大臣、いかが思われますか。 

○加藤国務大臣 こども未来戦略会議のそれぞれの参加されている方々の一つ一つにコメントするのは差し控え

させていただきたいと思いますが、まさに、そうしたことも含めてこども未来戦略会議でしっかり議論を深めて

いただくことが大事だというふうに思っております。 

 現時点においては、具体的な財源の在り方を申し上げる状況、まさに議論していただいていますから、申し上

げる状況ではないわけで、これから今申し上げたこども未来戦略会議において丁寧に議論が深められていくもの

と承知をしております。 

○山井委員 といいますのは、私も社会保障をライフワークにしているんですけれども、では、税財源と社会保

障財源は何が違うのか、メリット、デメリットは何なんだということなんですけれども、一つの考え方は、社会保

険料の方が、上限があったりして、逆進性が入りやすいんですね、どっちかというと。税の方が累進性を入れやす

い。もちろん、これは制度の組み方にもよりますからね。 

 そういう意味では、制度の組み方にもよりますけれども、社会保険料の方が逆進性が高いんじゃないか。要は、

低所得者により厳しいんじゃないか、税の組み方にもよりますけれども。こういう意見については、加藤大臣、い

かが思われますか。 

○加藤国務大臣 先ほどから申し上げている、子供、子育て施策の財源については、まさにこれから深めるとい

うことなので、それについて具体的なことを申し上げるのは差し控えさせていただきたいと思いますが、その上

で、一般論として多分お話をされているんだろうと思います。 

 社会保険料と税で一番私の認識において異なるのは、保険料の場合には、保険に入る代わりに例えば医療サー

ビスを受ける、医療保険であれば。年金であれば、年金保険料を納める代わりに将来において年金を受けること



ができるという、給付と負担の関係が割と見やすくてという関係にあるんだろうというふうに思います。 

 一方で、税については、そうした関係が必ずしもストレートに見えるわけではないということと、それから、税

によって、今のお話も、所得税なのか消費税なのかということで随分異なるわけで、一般に言われているのは、所

得税は、幅広く負担を求めることができる一方で、所得水準に対する税負担の逆進性が生じかねないという指摘

がなされているものと承知をしております。一方で、所得税については、一般的に累進課税構造を持っておりま

すから、高い所得水準ほど多くの税負担を求める。一方で、所得の種類によって課税ベースが、把握に差が生じる

といった、そういった問題も指摘をされているということでございます。 

 そんなことも含めながら、これから議論されていくんだろうと思います。 

○山井委員 これも質問通告しておりますが、念のために確認しますが、今日の配付資料の十三ページにありま

すように、今日も健康保険法の審議ですけれども、もし健康保険料に上乗せする形で、それを子供、子育て支援の

財源に使うのであれば、当然、保険料引上げあるいは新たに保険料を徴収する場合には法律改正が必要である、

そういう認識でよろしいですか。加藤大臣、質問通告はしております。 

○加藤国務大臣 まさにこれからその辺も含めて議論していく、どういうことをするか、どういう形で財源を得

るかということで、負担をしていくことになりますが。 

 現行の医療保険法における給付対象に係る規定等を申し上げれば、国民健康保険や後期医療制度については、

その法律において、保険料を充てることができる給付や事業が規定をされています。一方で、保険料に関する上

限額や保険料率の算定方法の基準は、法律に基づく政令において決めているところであります。 

 また、健康保険制度については、健康保険法において保険料を充てることのできる給付や事業などが規定され

ており、また、保険者は、三％から一三％の範囲内で同法に定める手続に従い、厚労大臣の認可の上保険料率を設

定する、こういう仕組みになっているわけでございます。 

○山井委員 つまり、増税よりも社会保険料引上げはやりやすいんじゃないかという議論もあるわけですけれど

も、どちらにしても法改正が必要なわけであって、この法改正は簡単なことではないと思うんです。今、物価高も

含めて非常に苦しんでいるわけですから。そもそも、先ほど言ったように、子育て世代が賛成するかどうかも、こ

れは私は疑問だと思うんですね、それだけ負担が増えるのであれば。 

 それで、ＮＨＫの世論調査によりますと、十三ページにありますように、結局、五六％の人はほかの予算を削

る、八％の方が国債の発行、八％の方が増税、一七％の方が社会保険料負担の見直しで、五六％、一番多い方は、

やはりほかの予算を削るということなんですね。 

 例えば防衛費倍増においては、歳出改革や剰余金の活用ということがあるんですけれども、加藤大臣、という

ことは、必ずしも負担増じゃなくて、防衛費がやっているわけですから、同様に、子育て支援の財源確保として、

歳出改革や剰余金の活用も当然検討すべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

○加藤国務大臣 まさに先ほどから申し上げているように、具体的な財源の在り方は現時点で申し上げる状況は

ありませんけれども、そうした議論に当たっては、広範な議論をしていく必要があるんだろうと思いますし、先

ほど十倉経団連会長のお話がありましたけれども、こども未来戦略会議においてしっかり議論を深めていただき

たいと思っております。 

○山井委員 これからしっかり議論していく中で、今日の法案審議にも関係するんですけれども、マスコミ報道

によると、ある政府の関係者はこうコメントされているそうなんですね。 

 社会保険料から捻出する方法については、高齢者への給付、具体的には年金、医療、介護でしょうけれども、の

給付を抑制する案もあるのではないか。だから、削れるところをまず探す。そして高齢者への給付の見直しなど

をまずやって、削れるところを探して、医療、年金、介護で。社会保険料の引上げはその先じゃないか、こういう

ことも報道されているんですけれども、政府関係者の発言として。 

 ということは、これまた大変な話になってきて、社会保険料引上げもなかなか簡単じゃないなといったら、ブ

ーメランのように話が戻ってきて、子育て支援の確保のために医療、年金、介護を抑制する、こういうことも選択

肢としてはあるんですか。 

○加藤国務大臣 先ほどから申し上げておりますように、具体的な議論というのはまさにこれから進めているの



で、これが入る、これが入らないということをここで申し上げるのは差し控えたいというふうに思います。 

 一方で、現下の医療や介護の状況は、私どもの認識として、やはり人件費の高騰、あるいはエネルギー価格等に

伴う物件費の高騰、こういったことの中で大変厳しいということで、先般、予備費で確保させていただきました

物価高騰に対する交付金、これは地方でやっていただくわけでありますが、そういった交付金も使って、医療あ

るいは高齢者施設、こういったことに支援、こういったことを今、厚労省からも各都道府県にお願いしていると

いうのが今の状況でございます。 

○山井委員 今回の法案も、肝の部分は、出産一時金を増やすために、その一部を、後期高齢者の負担も増やすと

いうことで、まさにこの法案と同じようなパターンで、子育て財源、負担増がなかなか困難だということになっ

たら、医療、年金、介護を抑制する、高齢者の給付を抑制する、そういうことになったらこれまた大変な問題にな

ってくると思うんですけれども、今の加藤大臣の答弁では、そうしたら、今後、こども未来戦略会議の中で、こう

いう医療、年金、介護、高齢者の給付を抑制する、こういうことの議論も排除はされないということですか。 

○加藤国務大臣 会議そのものを運営しているわけではありませんが、そこにおいては、幅広く、まさに、一般論

でありますけれども、幅広く御議論いただけるものというふうに思います。 

○山井委員 いや、これは、ちょっと言いづらいんだけれども、先出しで、いいプランだけどんどんどんどん出し

て、いざ財源の議論になったら、年十万円の賃下げか、負担増か、あるいは年金、医療、介護もその財源のために

抑制するかもしれませんよというのが後で出てきたら、これは大変なことに私はなるんじゃないかと思うんです。

片や防衛増税とおっしゃっているわけですね。やはり、防衛増税に加えてこういう負担増というのは、私はなか

なか難しいんじゃないかというふうに思います。 

 それで、ちょっと先ほども話がありましたけれども、少子化対策のたたき台において、前回の続きになります

が、今日、こども家庭庁からも来てもらっていますが、私、ちょっとまた一週間考えて納得できないのは、こども

家庭庁設置法を読みましても、子どもの貧困対策の推進に関する法律、これは超党派の議員立法で、私も参加し

て作らせてもらいました、十年前に。今年、十周年です、成立。子どもの貧困対策の推進に関する法律第八条第一

項に規定する大綱の策定及び推進に関することを行う、こども家庭庁で。 

 それで、かつ、ここの中身は、子供の貧困対策として、日本には、生まれ育った家庭や様々な事情から、健やか

な成長に必要な生活環境や教育の機会が確保されていない子供がいます、全ての子供たちが、生まれ育った環境

にかかわらず、夢や希望を持つことができる社会を実現するため、こども家庭庁では、関係省庁と連携しながら、

こうした子供の貧困の解消に向けた総合的な取組を行っていきます、こどもまんなか社会の実現に向けて取り組

みます、こう書いてあるんですけれども。 

 その中で、私も、学生時代から、母子寮、母子生活支援施設でボランティアを六年間やっていましたので、数十

年間、児童扶養手当の引上げのことは取り組んでいるんですけれども、今回のたたき台の中で、一番、貧困子育て

家庭から要望が強い、切実な要望が来ている、児童扶養手当の引上げと、児童扶養手当の対象年齢の、支給対象の

緩和ですね、所得制限の緩和。これについては、今日の配付資料の中でも、五団体の方々が、配付資料の七ページ

ですね、つまり、児童扶養手当の増額と所得制限の緩和をということを五団体の方々がおっしゃっていますけれ

ども、これをせめて検討対象には、八兆円のプランがあるんですから、入れてほしいんですけれども、こども家庭

庁、いかがでしょうか。 

○野村政府参考人 お答え申し上げます。 

 今回の少子化対策の関係の加速化プラン、ちょっと、八兆円かどうかというのは、先ほど加藤大臣からもお答

えのあったとおりですので、なかなかコメントのし難いところではございますけれども、この試案、取りまとめ

られたものの中での加速化プランでございますけれども、これは、まずは今後三年間を集中取組期間として優先

的に取り組むものとして整理をしたものでございます。 

 この加速化プランの中では、確かに、国際比較において相対的に割合が低くなっている現金給付を強化をしよ

うという方向性を打ち出しております。ただ、その現金給付の中で、どこからということに関しては、まずは、全

ての子供の育ちを支える経済的支援の基盤を強化をするということを図っていくこととしております。 

 ゆえに、具体的に、中身といたしましては、児童手当の所得制限の撤廃、高校卒業までの延長、多子世帯の経済



的負担を踏まえた手当額の拡充などを方向性として打ち出すよう、させていただいたところでございます。 

 なお、高等教育費の負担軽減などについても盛り込ませていただいたところでございまして、こうした児童手

当の見直しなどの施策を通じて、一人親家庭の方々の経済的負担の軽減にも大きく資するものではないかという

ふうに考えてはおります。 

 御指摘の児童扶養手当でございます。これも、これまで、多子加算額の増額でございますとか、所得制限限度額

の引上げなど、累次の改善などに取り組んでまいったところではございます。 

 こうした児童扶養手当の在り方につきましては、就業支援でございますとか、あるいは、一人親の方々の子育

て、生活支援、あるいは、就業支援と重なりますけれども両立支援などを含め、生活全体を総合的に支えていくと

いう視点でございますとか、あと、児童手当などと他制度との関係も踏まえまして、慎重な議論が必要ではない

かなというふうに考えております。 

○山井委員 いや、ここがね、八兆円のプランを作っていて、なぜ、児童扶養手当の増額、所得制限の緩和という

経済的支援に対して、何で慎重になっちゃうのかが。これは言っちゃなんですけれども、子供貧困対策の議員連

盟がありまして、自民党、公明党、共産党、維新の党、そして国民のみんなで要望しているんですよ。やはりここ

は、是非、こども家庭庁さんの看板の一つが子供の貧困対策なんだから、これは検討課題にしていただきたいと

思います。 

 今年六月、また、子ども貧困対策法成立十周年、十年前にこの委員会でそれを成立させたわけなんですから、そ

こは、もう一回ふわっとお聞きしますが、今後の子供の貧困対策大綱とか、そういう加速化三年間のプランの中

の経済的支援の強化というのもおっしゃっているわけだから、その経済的支援の強化の中には、児童扶養手当の

増額とか所得制限の緩和も排除されないということぐらい言ってもらえませんか。これは、自民党さんも、公明

党さんも、与党さんも強く要望されていることなので、いかがですか、排除はされないと。 

○野村政府参考人 お答え申し上げます。 

 政策の議論について、あるかないかを二項対立的にお答えするのは非常に難しい立場におりますので、なかな

かお答えが難しいのではありますけれども、今回の加速化プランというのは、向こう三年ぐらいの集中取組期間

ということで、先ほど申し上げましたように、児童手当の各種見直しを通じて、経済的支援の基盤の強化を図る、

全ての子供の育ちを支える基盤を強化をする、そういったことを基礎としつつ、一人親家庭などの多様な支援ニ

ーズに対しても自立支援の拡充などに取り組んでいく。そうした観点から、一人親家庭の方々に対しましても、

就業支援の促進の観点ということで、雇い入れて、人材育成、賃上げに向けた取組を行う企業に対する支援や、資

格取得に向けた取組の支援の充実などを掲げたところではございます。 

 そうした上で、一人親家庭の方々を含め、多様なニーズを有する世帯の方々への支援につきましては、こども

家庭庁の下で策定することになりますこども大綱、これは、現在の子供の貧困対策に関する大綱も含めて策定す

ることとなってまいりますが、その中できめ細かな対応を議論していきたいというふうに考えてございます。 

○山井委員 その強化プランの中で議論するというふうに理解したいと思いますが、また近日中に小倉大臣に質

問しますので、そのときはもうちょっと前向きな答弁をお願いしたいと思いまして、もう本当、田村先生、古屋先

生を始め多くの与党の方々もこのことは取り組んでおられることでありますので、僕らもある意味で余り対立構

造にしない形で応援をしていきたいと思います。 

 それと、それに関連して、こども未来戦略会議有識者構成員、十九ページにあります。 

 こども未来戦略会議、これも今の話とちょっと似ているんですね。これだけメンバーがおられるのに、子供の

貧困対策に取り組んでいる有識者なり団体の方が入っていないんですね。ちょっと今から追加していただきたい

んですけれども、岸田政権、あるいはこども家庭庁は子供の貧困対策を頑張ってくれると私も期待していますし、

信じていますので、ちょっと今後、子供の貧困対策に取り組んでおられる団体の方、有識者の方を是非追加して

いただけませんか。いかがですか。 

○鹿沼政府参考人 お答えいたします。 

 こども未来戦略会議におきましては、試案で取りまとめられた今後三年間で優先的に取り組むべき政策の内容

を踏まえて、必要な政策強化の内容、予算、財源を検討すべきものとされているところであります。 



 先ほど、こども家庭庁の方からも話がありましたが、具体的には、全ての子供の育ちを支える支援の基盤を強

化するという観点から、児童手当の所得制限の撤廃、高校卒業までの延長等の拡充を行うほか、高等教育費の負

担軽減、住宅支援の強化などを行うこととされていることに加えて、非正規職員に対するセーフティーネットを

構築するため、雇用保険の適用拡大、こういったことなども検討対象となっております。 

 今、先生から、こども未来戦略会議の構成員の追加についてのお話がありましたが、構成員につきましては、子

ども・子育て会議の会長を務められた方ですとか、また、子供政策の推進に関する有識者会議の座長など、子供、

子育て政策について幅広い御所見をお持ちの方を始めといたしまして、また、ほかにも労働法制とかいろいろな

テーマがあるものですから、そういった方々にも入っていただいております。また、子育てや家族支援の現場の

方、子育て当事者、こういった方にもお入りをいただき、今後、この会議において、必要な政策強化の内容、予

算、財源こういったものについて議論していただく上で適切な方として、大臣以外を含めますと、関係団体を含

んで十九名、まさに今先生のいただいた資料にあるように、非常に多くの方に入っていただいているところでご

ざいます。 

 こうした中でありますので、今時点で有識者を追加するということについては私どもとしては考えていないと

いうところでございます。 

○山井委員 こども未来戦略会議のこのペーパーにも、貧困家庭、一人親家庭などに一層の支援と書いてあるん

ですよ、お題目には。やはりそれは論より証拠で、ちゃんとメンバーに入れていただきたいんです。ここも繰り返

し言いますけれども、余り子供の貧困問題は与野党が対決するのは好ましくありませんので、これ以上は言いま

せんけれども、是非持ち帰って検討をいただきたいと思います。 

 それで、加藤大臣、もう一回戻りますけれども、今回、防衛増税がありますよね。防衛増税もかなり賛否両論あ

ると思います。反対意見も強いと思います、今、生活は非常に苦しいですから。その防衛増税がある中に、片や少

子化対策として、八兆円プランを全部実行したらですけれども、年十万円ぐらいの負担増という、ダブルでの負

担増というのはなかなかこれは厳しいんじゃないかと思うんですけれども、ただ、私、申し上げたいのは、八兆円

プランを出した以上は、いや、一割しかできませんでしたというのは、やはりちょっとこれは国民に対して通ら

ないと思うんですよ。 

 おまけに今選挙中ですから、選挙中に八兆円プランを出しているんだから、終わったら、いや、一兆円でしたよ

では、これはある意味で私は済まないんじゃないかと思うんですけれども、防衛増税に加えて年十万円ぐらいの

負担増になりかねない少子化対策というのは、ダブルで負担増になるので、なかなか困難じゃないかと思います

が、その辺りの国民の負担増の受け止めについて、加藤大臣、どう思われますか。 

○加藤国務大臣 委員も承知の上で言っておられるんだと思いますが、八兆円の話は政府のプランではなくて、

党の挙げたものを全部足せばということの数字だということであります。 

 その上で、そうした内容と、そして、それを実行するための財源をどうしていくのか、これをこども未来戦略会

議で御議論いただくわけでありますけれども、当然、そうした中においては、今委員御指摘のように、まず、危機

的な状況の少子化というこの状況をどう乗り越えていくのか、そして、それに当たって、それぞれの世代の生活

の状況とかいろいろなことを多面的に判断しながら議論いただく。今回の、先ほどお話がありましたこども未来

戦略会議のメンバー、そういった観点からも選出されているものと考えております。まさにそうした、縦、横、斜

めとでもいうんでしょうか、様々な観点に立った議論をしっかり深めて結論を出していきたいというふうに思っ

ています。 

○山井委員 もう時間が終わりましたので質問を終わりますが、最後に、改めてでありますけれども、私も、大学

院で化学の研究をやっていたところ、政治の世界に入ったのは、当時ボランティアしていた一人親家庭の福祉施

設で、本当に貧困家庭の子供は大変だなと思ったから、私も人生を懸けてこういう世界に入りましたので、是非

とも、こども家庭庁さん、そして内閣官房さんも、子供貧困対策、進めていただければと思います。 

 ありがとうございました。 


